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第１章 計画の策定

１ 計画策定の背景及び趣旨

札幌市では、国際条約「児童の権利に関する条約（子どもの権利条約）」の理念を、よりわか

りやすく札幌の実態に即した形で具体的に示し、あらゆる場面での実践につなげるため、「札

幌市子どもの最善の利益を実現するための権利条例（以下「権利条例」という。）」を制定し、

平成 21 年（2009 年）４月に施行しました。 

権利条例では、子ども一人一人が毎日を生き生きと過ごし、自分らしく伸び伸びと成長して

いくことができるように、子どもにとって大切な権利を定めるとともに、その保障のために家

庭や子どもが育ち学ぶ施設（学校など）、地域、札幌市などが協力して、子どもにやさしいまち

づくりを進めることとしています。1

この計画は、こうした権利条例の理念の普及を目指して、子どもの権利への理解や子どもの

参加の促進、権利侵害からの救済など、子どもの権利の保障に向けた具体的な取組を総合的か

つ計画的に進めていくために策定するものです。 

２ 計画の位置付け

この計画は、権利条例第 46 条に基づき、子どもの権利の保障を進めるための「総合的な推

進計画」として、これまでの第１次計画（策定：平成 22 年度（2010 年度）、計画期間：平成 22

年度（2010 年度）～平成 26 年度（2014 年度））及び第２次計画（策定：平成 26 年度（2014 年

度）、計画期間：平成 27年度（2015 年度）～令和元年度（2019 年度））を引き継ぐ第３次計画

として、策定します。 

なお、本計画は第２次計画から、札幌市の子ども・子育てに関する総合的な計画である「さ

っぽろ子ども未来プラン」の中の子どもの権利に関わる部分として、基本目標の１つに位置づ

けられています。 

また、札幌市では、札幌市のまちづくりに関する最上位の総合計画として「札幌市まちづく

り戦略ビジョン」（平成 25 年度（2013 年度）～令和４年度（2022 年度））を策定しており、本

計画は、同ビジョンの中期実施計画として令和元年度に策定する「アクションプラン」（令和元

年度（2019 年度）～令和４年度（2022 年度））のほか、子ども・子育て支援に関連する各分野

の個別計画との整合性を図りながら推進していきます。 

３ 計画期間

令和２年度（2020 年度）から令和６年度（2024 年度）までの５年間とします。 

1 権利条例では 18歳未満（高校生を含む）を「子ども」としています。 
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子どもの権利について 

 子どもの権利は、子ども一人一人が生まれながらに持ち、自分らしく豊かに成長していくために欠

かせない基本的な権利(基本的人権)です。その保障のために、子どもも大人と同じ一人の人間として

尊重され、年齢などに応じた適切な配慮や支援が提供されることが求められます。 

 札幌市では、子どもの権利に関する条約や日本国憲法の理念に基づき、平成 20 年（2008 年）に「子

どもの最善の利益を実現するための権利条例(子どもの権利条例)」を制定し、様々な子ども・子育て

施策をもつ地方自治体として、市民とともに子どもの権利を大切にし、保障を進めることを宣言して

います。

 ＜４つの権利＞ ※権利条例では子どもの権利を大きく４つに分けて説明しています。

・安心して生きる権利 …愛情を持って育まれ、いじめや虐待から守られること

・自分らしく生きる権利 …個性を尊重され、自由に思いや考えを表現すること

・豊かに育つ権利 …学び、遊び、休息し、様々な経験をして豊かに育つこと

・参加する権利 …自分に関わることに参加し、意見を表明すること
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第２章 子どもの権利に関する現状

１ 前計画の実施状況

（1）成果指標の状況

指標 対象 
実態・意識調査※１ 目標値 

(平成 31 年度) 平成 21年度 平成 25年度 平成 30年度

自分のことが好きだと思う

子どもの割合 
子ども 53.2％ 65.4％ 67.4％ 75％ 

子どもが自然、社会、文化

などの体験をしやすい環境

だと思う人の割合 

子ども 42.4％ 59.3％ 70.8％ 65％ 

大人 55.4％ 54.9％ 72.6％ 65％ 

子どもの権利が守られて 

いると思う人の割合 

子ども 48.3％ 57.0％ 63.8％ 65％ 

大人 48.4％ 49.1％ 49.2％ 65％ 

いじめなどの不安や悩みを

身近な人などに相談する子

どもの割合（目標値は30年

度）※2

小学校 - 92.6％ 93.5％ 95％ 

中学校 - 83.2％ 88.1％ 88％ 

高校 - 82.1％ 87.9％ 86％ 

 ※1 「子どもに関する実態・意識調査」結果。子ども未来局が実施。 

 ※2 「札幌市教育振興基本計画」の成果指標。教育委員会が実施。 

（2）主な取組結果 

  ■ 子どもの参加・意見表明の促進 

 子どもが市政について考え提案を発表する子ど

も議会のほか、他の子どもの権利条例制定自治体

（長野県松本市、北広島市、奈井江町等）と連携し、

子ども同士がまちづくりについて話し合い、意見

を発表する子ども交流事業を実施するなど子ども

の参加の取組を促進しました。 

【交流事業の写真】 
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■ 子どもコーディネーター2の配置 

平成 30 年（2018 年）３月に策定した「札幌市子ど

もの貧困対策計画」に基づき、地域を巡回しながら、

困難を抱える子どもの相談対応を行う「子どもコー

ディネーター」を同年８月に新たに配置し、平成 30

年度は 374 件の相談を受理しました。令和元年（2019

年）８月からは、５名体制のもと、10 区 50 地区を

対象に巡回活動を行っています。

■ アシストセンター「LINE3相談」の試行実施 

子どもの権利救済機関である「子どもアシストセ

ンター」において、平成 30 年度（2018 年度）・令和

元年度（2019 年度）に、無料通信アプリの LINE によ

る相談を実施しました。平成 30 年度（2018 年度）は

高校１年生に事前周知（期間中に市立・私立高校 2～

3 年生に追加周知）し、38 件の相談が、令和元年度

（2019 年度）夏季は中高生に周知し 319 件の相談が

成立しました。 

（3）まとめ 

  子どもの権利の理念の普及のため、乳幼児の保護者向け広報や、学校・教育委員会と連携

し、学齢期の子どもの理解促進を図ってきたほか、子ども議会や他の権利条例制定自治体と

の連携による「子ども交流事業」の実施等を通して、地域や市政における子どもの参加・意

見表明の取組を進めました。 

  また、「子どもの貧困対策計画」に基づき、困難を抱える子どもや家庭を早期に把握し必要

な支援につなげる「子どもコーディネーター」を新たに配置するとともに、いじめの防止や

子どもアシストセンターによる相談対応など子どもの権利侵害からの救済に取り組みまし

た。 

  前計画の成果指標に関しては、全般的に上昇傾向にあるものの、「子どもの権利が守られ

ていると思う人の割合」は目標値と比較して特に大人の割合が低く、いじめ・虐待等の権利

侵害への懸念も引き続き大きいことがうかがえます。 

  今後の子どもの権利保障に向けて、妊娠・出産期からの着実な啓発活動の取組が必要との

附属機関（札幌市子どもの権利委員会）からの指摘も踏まえて、子どもの権利を尊重する意

識の向上と権利侵害からの救済の取組を、より一層充実させていくことが必要です。 

2 【子どもコーディネーター】地域を巡回して、困りごとを抱えた子どもや家庭を早期に把握し、寄り添い型の支援を行いながら必要な支

援につなげるコーディネーター。 
3 【LINE】スマートフォンやパソコンなどで、異なる通信会社同士でも無料で通話やメッセージのやりとりができるサービス。 

【広報チラシ】

【広報カード】 
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２ 子どもの権利に関する現状（子どもに関する実態・意識調査結果等から）

■子どもの意識（自己肯定感4等） 

・平成 30年度（2018 年度）の調査の結果、平成 25 年度（2013 年度）に比べ、「自分のこ

とが好き」と思う子どもの割合は上昇しています。（平成 25 年度：65.4％、平成 30年

度：67.4％） 

・「自分を大切に思ってくれる人がいる」「自分の考えや意見を聞いてもらってうれしかっ

たことがある」「困ったときには人に相談してみるのも大事だと思う」などの関連項目

で、肯定的な回答の割合はより高くなっています。 

・これらの回答傾向を比較すると、子どもの自己肯定感、周囲からの受容感、意見表明の

達成感、相談・解決に向けた意識などは相互に連動している傾向が見られます。 

図１ 子どもの自己肯定感等（子ども n=1,662）（単一回答）

  【子ども】自分のことが好き        【子ども】自分を大切に思ってくれる人がいる 

  【子ども】自分の考えや意見を聞いてもらってうれしかったことがある  【子ども】困ったときには人に相談してみるのも大事だと思う

4 【自己肯定感】自分の在り方を積極的に評価できる感情、自らの価値や存在意義を肯定できる感情など。 

そう思う
58.2%

どちらかとい

えばそう思う
29.9%

どちらかとい

えばそう思わ

ない
7.0%

そう思わない
4.1%

無回答
0.8%

そう思う
51.1%

どちらかとい

えばそう思う
32.7%

どちらかとい

えばそう思わ

ない
10.1%

そう思わない
5.2%

無回答
0.8%

そう思う
59.7%

どちらかとい

えばそう思う
30.6%

どちらかとい

えばそう思わ

ない
6.2%

そう思わない
2.8%

無回答
0.7%

そう思う
29.0%

どちらかとい

えばそう思う
38.4%

どちらかとい

えばそう思わ

ない
20.4%

そう思わない
11.4%

無回答
0.8%

『思う』が 

67.4％ 

『思う』が 

90.3％ 

『思う』が 

88.1％ 
『思う』が 

83.8％ 

≪子どもたちからの意見①≫ 

Q 子ども一人一人が安心して自分らしく、豊かに成長するために大切なことはなんだろう。 

・自分を好きになることも、子ども一人一人にとって大切なこと。自分を好きになると、自信を

持つことができて、新しいことにチャレンジできるから。そうするとチャンスにもつながっ

て、色々なことが身に付くから、という意見が出ました。 

※子どもたちの話し合いの様子については参考資料をご覧ください。 
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■保護者の子どもへの関わり 

  ・保護者の子どもへの関わりとして、子どもの考えや意見を受け止め、主体性を尊重しな

がら、必要な声かけや手助けをする姿勢が見られます。 

  ・子どもの回答からも、子どものまじめな話を聞き、困っているときにはなぐさめたり背

中を押したりする保護者の姿勢がうかがえ、こうした保護者の姿勢と自己肯定感に関す

る回答傾向を比較した場合も、相互に連動している傾向が見られます。 

  ・権利条例の趣旨からも、子育てなど大人の子どもへの関わりの中では、子どもの主体性

の尊重と、必要に応じた保護・支援のバランスが重要といえます。 

図２ 保護者の子どもへの関わり 

(大人(高校生以下の子どもがいる大人)n=406、子ども n=1,662)(単一回答) 

  【保護者】不安な様子をしていたら声かけする  【保護者】できるだけ子どもの考えや意見を理解し、尊重する

 【子ども】困ったときはなぐさめたり、背中を押してくれる  【子ども】まじめな話はちゃんと聞いてくれる

あてはまる
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まああてはまる
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0.8%
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21.7%
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5.2%

あてはまらない
0.8%

わからない
2.6%

無回答
0.7%

あてはまる
53.2%

まああてはまる
37.9%

あまりあては

まらない
5.2%

あてはまらない
1.2%

わからない
2.2%

無回答
0.2%

あてはまる
25.9%

まああてはまる
59.6%

あまりあては

まらない
9.1%

あてはまらない
0.7%

わからない
3.7%

無回答
1.0%

『あてはまる』 

が 91.1％ 

『あてはまる』 

が 85.5％ 

『あてはまる』 

が 84.3％ 

『あてはまる』 

が 90.7％ 
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■大人から見た子どもの印象 

  ・子どもを取り巻く課題として「ＳＮＳ5やインターネット、ゲーム」や「いじめ」が多く

挙げられるとともに、共働きなどで子どもが保護者と過ごす時間が足りず、周囲の大人と

関わる機会が少ないと感じている方が多いことがわかります。 

  ・子どもが不安や悩みを抱えこみやすいという印象も強く、周囲の大人から子どもが見え

にくくなっている傾向がうかがえます。 

図３ 子どもを取り巻く課題として特に重要と思うもの（大人 n=1,589）（複数回答） 

 図４ 子どもの印象（大人 n=1,589）（単一回答）

  【大人】不安や悩みを抱えこみやすい    【大人】周囲の大人は子どもの思いや考えに配慮できている

 【大人】共働きなどで保護者と過ごす時間が足りない  【大人】家庭や学校以外に大人と関わる機会が少なすぎる

5 【SNS】ソーシャル・ネットワーキング・サービス。インターネット上でのメッセージのやり取りなどを通じて、人と人との交流を広げて

いくサービス。 
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(％)【大人】
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■子どもの権利の保障

・平成 30年度（2018 年度）の調査の結果、平成 25 年度（2013 年度）に比べ、子どもの権

利が大切にされていると思う人の割合は、大人は横ばい、子どもは上昇しています。（平

成 25 年度：大人 49.1％、子ども 57.0％、平成 30 年度：大人 49.2％、子ども 63.8％） 

・大切にされていない権利としては「いじめや虐待から守られること」「障がい、国籍、性

別等による差別を受けないこと」「個性や違いを認められ、一人の人間として尊重される

こと」の３項目の回答が多く、「権利侵害からの救済」とともに「個々の権利の尊重」の

必要性がうかがえます。 

図５ 子どもの権利が大切にされていると思うか（単一回答） 

 【大人・子ども】 

 図６ 大切にされていないと思う権利（複数回答）

 【大人・子ども(13-18 歳)】 
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家
族
の
こ
と
な
ど
、

ど
ん
な
理
由
に
せ
よ
、
差
別
を
受
け
な
い
こ
と

自
分
を
守
る
た
め
に
必
要
な
情
報
や
知
識
を
得
る
こ
と

気
軽
に
相
談
し
、
適
切
な
支
援
を
受
け
る
こ
と

か
け
が
え
の
な
い
自
分
を
大
切
に
す
る
こ
と

個
性
や
他
人
と
の
違
い
を
認
め
ら
れ
、

一
人
の
人
間
と
し
て
尊
重
さ
れ
る
こ
と

自
分
が
思
っ
た
こ
と
、
感
じ
た
こ
と
を
自
由
に
表
現
す
る
こ
と

プ
ラ
イ
バ
シ
ー
が
守
ら
れ
る
こ
と

学
び
、
遊
び
、
休
息
す
る
こ
と

健
康
的
な
生
活
を
送
る
こ
と

自
分
に
関
係
す
る
こ
と
を
、
年
齢
や
成
長
に
応
じ
て
、

適
切
な
助
言
等
の
支
援
を
受
け
、
自
分
で
決
め
る
こ
と

夢
に
向
か
っ
て
チ
ャ
レ
ン
ジ
し
、
失
敗
し
て
も

新
た
な
チ
ャ
レ
ン
ジ
を
す
る
こ
と

様
々
な
芸
術
、
文
化
、
ス
ポ
ー
ツ
に
触
れ
親
し
む
こ
と

札
幌
の
文
化
や
雪
国
の
暮
ら
し
を
学
び
、
自
然
と
触
れ
合
う

こ
と

地
球
環
境
の
問
題
に
つ
い
て
学
び
、

豊
か
な
環
境
を
保
つ
た
め
に
行
動
す
る
こ
と

家
庭
、
学
校
、
施
設
、
地
域
や
札
幌
市
の
取
組
な
ど
あ
ら
ゆ

る
場
で
、
…

表
明
し
た
意
見
に
つ
い
て
、
年
齢
や
成
長
に
応
じ
た

ふ
さ
わ
し
い
配
慮
が
な
さ
れ
る
こ
と

適
切
な
情
報
提
供
を
受
け
る
な
ど
、

参
加
に
必
要
な
支
援
を
受
け
る
こ
と

仲
間
を
つ
く
り
、
集
ま
る
こ
と

大人（n=1,589）
子ども（n=988）

(％)

安心して生きる権利 自分らしく生きる権利 豊かに育つ権利 参加する権利 

7.4 

26.1 

41.8 

37.7 

12.9 

6.1 

3.4 

2.7 

32.0 

25.5 

2.5 

1.9 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

大人（n=1,589）

子ども（n=1,662）

大切にされてい
る場合が多い 

どちらかといえ
ば大切にされて
いる場合が多い 

どちらかといえば
大切にされていな
い場合が多い 

大切にされてい
ない場合が多い 

わからない 

『大切にされている』が 49.2％ 

『大切にされている』が 63.8％ 

無回答 

家
庭
、
学
校
、
施
設
、
地
域
や
札
幌
市
の
取
組
な
ど
あ
ら
ゆ
る
場
で
、

自
分
の
関
わ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
意
見
を
表
明
す
る
こ
と
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≪子どもたちからの意見②≫  

Q 困難を抱えやすい子どももみんなが笑顔で暮らすためにはどうしたらいいだろう。 

・身近にいる外国籍や障がいのある子どもの中には、勉強や人との関わりに困難を抱えている子

どもがいて、普段は特別扱いしないで普通に接するけど、必要なときは声をかけたり手助けを

している。お互いを理解し、認め合い、困ったときは助け合うことが必要、という意見が出ま

した。 
※子どもたちの話し合いの様子については参考資料をご覧ください。 
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■子どもの権利の普及・啓発 

・平成 30年度（2018 年度）の調査の結果、平成 25 年度（2013 年度）に比べ、子どもの権

利の認知度（「聞いたことがある」以上）は、大人・子どもともに上昇しています。（平成

25 年度：大人 54.0%、子ども 40.2％、平成 30年度：大人 61.0％、子ども 61.4％） 

・子どもは 10-12 歳より 13-18 歳の認知度が高く、大人は学齢期の子どもがいる保護者の

認知度が高い中で、乳幼児の保護者の認知度は比較的低くなっています。 

・このほか、子どもへは学校を通じた啓発効果が大きく、保護者は子どもを通じて学校か

ら、子どもと関わりが少ない大人は新聞など報道から知る機会が多い傾向にあります。 

 図７ 子どもの権利の認知度（単一回答） 

8.9 

5.6 

11.1 

14.6 

11.4 

16.8 

37.8 

29.7 

43.4 

36.9 

50.7 

27.4 

1.7 

2.5 

1.2 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

子ども全体（n=1,662）

10-12歳（n=674）

13-18歳（n=988）

4.3

4.4

3.9

5.1

3.8

5.9

5.2

1.5

12.0 

13.3 

12.4 

10.2 

15.1 

14.1 

14.5 

6.0 

44.7 

52.2 

48.3 

56.8 

57.5 

51.8 

42.3 

38.3 

35.2 

25.9 

31.5 

23.3 

19.8 

22.4 

34.9 

50.8 

3.8 

4.2 

3.9 

4.5 

3.8 

5.9 

3.1 

3.4 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

大人全体（n=1,589）

高校生以下の子どもがいる（n=406）

乳幼児の子どもがいる（n=178）

小学生の子どもがいる（n=176）

中学生の子どもがいる（n=106）

高校生の子どもがいる（n=85）

高校生以下の子どもはいないが、

地域の子どもと関わりがある（n=650）

身近に子どもはいない（n=266）

聞いたことがあ
り、内容を少し
だけ知っている 

聞いたことはあ
るが、内容は分
からない 

聞いたことは
ない 

無回答 

『聞いたことがある』以上 61.0％

『聞いたことがある』以上 61.4％

聞いたことがあ
り、内容もある
程度知っている 

【大人】

【子ども】
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■子どもの参加・意見表明 

・家庭や学校における意見表明の機会は比較的あるものの、地域や札幌市政については、

「言うことができない」や「特に言いたいことがない」の回答割合が高くなっています。 

 図８ 自分の考えや思いを言える機会（子ども n=1,662）（単一回答） 

 【子ども】家庭における大事な物事やルール  【子ども】学校行事・イベントの企画や運営 

 【子ども】地域で行われている行事などの取組 【子ども】札幌市政(札幌市のまちづくり等) 

言うことができる
4.0% だいたいは言う

ことができる
8.8%

あまり言うこ

とができない
19.5%

言うことができない
20.9%

特に言いた

いことがない
45.3%

無回答
1.6%

言うことができる
6.1%

だいたいは

言うことがで

きる
14.3%

あまり言うこ

とができない
22.4%

言うことができない
13.7%

特に言いた

いことがない
41.9%

無回答
1.6%

言うことがで

きる
30.0%

だいたいは

言うことがで

きる
32.7%

あまり言うこ

とができない
17.9%

言うことができない
4.9%

特に言いた

いことがない
13.3%

無回答
1.3%

言うことがで

きる
41.7%

だいたいは

言うことがで

きる
33.5%

あまり言うこ

とができない
9.6%

言うことができない
2.3%

特に言いた

いことがない
12.0%

無回答
0.8%

『できる』が 

75.2％ 

『できる』が 

62.7％ 

『できない』が 

36.1％ 

『言いたいこ

とがない』が 

41.9％

『できない』が 

40.4％ 

『言いたいこ

とがない』が 

45.3％

≪子どもたちからの意見③≫ 

Q もっと「子どもにやさしいまち」にしていくために必要なことはどんなことだろう。 

・子どもに関わることについては、子どもの意見を聞いてほしい。まちづくりについて、子ども

の意見を聞く機会を増やしてほしい。大人が子どもの意見に耳を傾ける、子どもが意見を言い

やすい雰囲気をつくることも大切。子どもも、自分の意見をちゃんと言い、話し合う機会に積

極的に参加することが大事、という意見が出ました。 

※子どもたちの話し合いの様子については参考資料をご覧ください。 
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■子どもの安心（友達関係） 

・子どもが抱えやすい不安や悩みとしては、大人・子どもの回答ともに友達や勉強関係が多

くなっています。 

・子どもの相談相手、子どもを傷つけやすい人について、いずれも「友達」との回答が比較

的多く、子どもにとっての友達の存在の大きさがうかがえます。 

  図９ 子どもの不安・悩み（複数回答） 

 【大人】                         【子ども】 

 図 10 子どもの相談相手（複数回答）   図 11 子どもを言葉や力で傷つけやすい人（複数回答）

【大人・子ども】               【大人・子ども】 

38.1 

76.2 

42.1 

21.9 

63.4 

12.6 

12.5 

15.7 

4.4 

42.4 

71.7 

24.9 

20.9 

66.7 

30.2 

7.8 

2.9 

5.3 

0 10 20 30 40 50 60 70 80

父親

母親

兄弟姉妹

祖父母や親せき

友達

学校の担任の先生

学校の保健室や

部活動の先生

インターネット上の

知り合い

相談できる人は

いない

大人（n=1,589） 子ども（n=1,662）

33.5 

33.5 

4.7 

2.8 

53.7 

46.3 

24.2 

3.0 

8.1 

8.4 

9.6 

1.7 

27.7 

8.5 

1.9 

52.3 

0 10 20 30 40 50 60

父親

母親

兄弟姉妹

祖父母や親せき

友達

学校の先生

インターネット上の

知り合い

そういう人はいない

大人（n=1,589） 子ども（n=1,662）

37.0 

77.4 

56.7 

31.7 

47.5 

53.2 

41.8 

21.9 

21.1 

30.0 

20.5 

18.6 

3.1 

01020304050607080

大人（n=1,589）

5.0 

21.1 

5.2 

7.9 

26.1 

14.4 

18.5 

9.5 

10.2 

7.9 

9.9 

4.3 

41.5 

8.3 

21.7 

2.5 

6.8 

46.0 

46.2 

39.9 

14.4 

17.7 

15.7 

11.4 

6.7 

24.5 

0 10 20 30 40 50

親との関係

友達との関係

いじめのこと

学校の先生との関係

勉強のこと

受験や進学のこと

就職など将来のこと

部活動や習い事のこと

家計などお金のこと

自分の心のこと

自分の体のこと

異性のこと

特にない

子ども10-12歳（n=674） 子ども13-18歳（n=988）

(％)

(％)

※回答数の少ない

選択肢を一部除く

③

①

①

②

③①

②

③

②

(％)
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■子どもの体験機会、地域と子どもの関わり 

・子どもの体験の機会に関して、自然・文化・スポーツ体験は比較的あるものの、社会体験

や地域との交流があまりなく、今後必要との傾向が見られます。 

・地域と子どもの関わりについて、困難を抱える子どもへの気づきや見守り、子どもの居場

所、子どもの考えや意見を活かした取組があまりなく、今後必要との回答傾向が見られま

す。 

 図 12 子どもの体験機会（大人 n=1,589、子ども n=1,662）（単一回答） 

31.6 

43.6 

50.7 

23.6 

27.9 

17.7 

24.2

22.0 

25.3 

25.3 

26.0 

31.0 

22.7 

23.6

22.6 

15.3 

12.8 

30.1 

26.4 

35.7 

29.7

7.9 

5.2 

3.5 

6.4 

3.9 

9.1 

8.5

14.7 

9.1 

6.0 

12.3 

9.3 

13.7 

12.6

1.1 

1.6 

1.7 

1.5 

1.6 

1.1 

1.3

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

自然体験

文化・芸術の鑑賞

スポーツ・運動

ボランティア

活動への参加

色々な職業や社会の

しくみを学ぶ体験

高齢の方など大人との交流

(多世代交流）

近所や地域とのつながり

23.5 

22.3 

23.5 

7.8 

8.1 

5.2 

5.9

34.4 

36.1 

40.0 

26.2 

30.1 

25.8 

28.3

25.4 

23.7 

19.6 

37.6 

40.2 

42.9 

43.6

1.4 

2.5 

0.8 

5.0 

1.8 

5.0 

4.7

14.0 

13.7 

14.3 

21.5 

18.1 

19.7 

16.4

1.2 

1.7 

1.7 

1.9 

1.7 

1.4 

1.1

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

自然体験

文化・芸術の鑑賞

スポーツ・運動

ボランティア

活動への参加

色々な職業や社会の

しくみを学ぶ体験

高齢の方など大人との交流

(多世代交流）

近所や地域とのつながり

十分にある 
機会はあるが、 
今後もっと必要 

あまりないが、
今後必要 

あまりないが、 
特に必要もない 

わからない 
無回答 

【大人】

【子ども】
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 図 13 地域と子どもの関わり（大人 n=1,589）（単一回答） 

 【大人】 

27.9 

19.0 

25.2 

11.6 

7.1 

4.3 

11.6 

5.1 

28.1 

24.5 

22.5 

16.6 

14.5 

13.4 

18.7 

18.2 

29.8 

34.7 

25.2 

39.8 

43.4 

44.0 

31.8 

47.2 

4.8 

6.5 

9.6 

9.9 

9.1 

10.6 

8.6 

3.3 

7.9 

13.2 

15.5 

19.5 

23.2 

25.3 

27.0 

23.9 

1.4 

2.2 

2.1 

2.6 

2.7 

2.5 

2.3 

2.3 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ふだんのあいさつや声かけ

通学時やふだんの見守り

子どもが参加する行事

（祭りや運動会など）

子どもが参加する活動

（ゴミ拾いや除雪など）

子どもの考えや意見を

活かした行事や活動

子ども食堂など

地域の子どもの居場所

子育てサロン

困難を抱える子どもへの

気づきや声かけ・見守り

適度にある 
今もあるが、 
今後もっと必要 

今はあまりない
が、今後必要 

今はあまりないが、
特に必要もない 

わからない 

無回答 

≪子どもたちからの意見④≫ 

Q もっと「子どもにやさしいまち」にしていくために必要なことはどんなことだろう。 

・子どもは家庭や学校以外でも、色々な人（小さい子どもから高齢者まで）と関わることで、人

との接し方や社会性を身に付け、成長できる。子どもが乳幼児の親子や高齢者と触れ合う、大

学生に勉強を教えてもらうなど、子どもと大人の交流の場が必要。地域の大人と交流をもつこ

とは、子どもの毎日の安心にもつながる。子どもも地域の町内会や子ども会の活動に参加した

り、地域の人に挨拶することが大事、という意見が出ました。 

※子どもたちの話し合いの様子については参考資料をご覧ください。 
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■子どもの権利侵害からの救済 

  (子どもアシストセンター) 

・平成 30年度（2018 年度）の調査の結果、平成 25 年度（2013 年度）に比べ、子どもアシ

ストセンターの認知度（「聞いたことがある」以上）は、大人・子どもともに低下してい

ます。（平成 25 年度：大人 38.8%、子ども 77.1％、平成 30 年度：大人 33.8％、子ども

62.1％） 

・子どもは 10-12 歳より 13-18 歳の認知度が高く、大人は学齢期の子どもがいる保護者の

認知度が高くなっています。 

・相談件数は近年減少傾向にあり、特にＥメールでの相談が大きく減少しています。 

・相談内容については、子どもからは友人関係や学習・進路に関して、大人からは子どもと

教師との関係や不登校に関しての相談が多く寄せられています。 

図 14 子どもアシストセンターの認知度 (単一回答) 

  【子ども】 

0.8 

0.6 

1.0 

38.6 

30.6 

44.1 

22.7 

22.6 

22.8 

34.5 

42.1 

29.3 

3.4 

4.2 

2.8 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

子ども全体（n=1,662）

10-12歳（n=674）

13-18歳（n=988）

0.4 

1.0 

1.1 

1.1 

0.9 

1.2 

0.2 

0.0 

20.1 

33.5 

23.0 

37.5 

43.4 

47.1 

18.2 

9.4 

13.3 

11.6 

10.1 

15.3 

14.2 

9.4 

16.5 

7.9 

62.1 

53.0 

63.5 

44.9 

41.5 

41.2 

60.9 

77.8 

4.2 

1.0 

2.2 

1.1 

0.0 

1.2 

4.3 

4.9 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

大人全体（n=1,589）

高校生以下の子どもがいる（n=406）

乳幼児の子どもがいる（n=178）

小学生の子どもがいる（n=176）

中学生の子どもがいる（n=106）

高校生の子どもがいる（n=85）

高校生以下の子どもはいないが、

地域の子どもと関わりがある（n=650）

身近に子どもはいない（n=266）

利用したこと
がある 

名前だけ聞い
たことがある 無回答 

知っているが利用
したことはない 知らない 

『聞いたことがある』以上 33.8％ 

『聞いたことがある』以上 62.1％ 

≪子どもたちからの意見⑤≫ 

Q 子ども一人一人が安心して自分らしく、豊かに成長するために大切なことはなんだろう。 

・家庭や友達以外に相談できる人や場所があり、それが子どもに伝わること、秘密が守られるな

ど安心して相談できる環境が大切。子どもも、自分の考えを言葉にする。友達同士で相談に乗

るなど助け合うことが大事、という意見が出ました。 

※子どもたちの話し合いの様子については参考資料をご覧ください。 

【大人】

【子ども】



16 

 表１ 相談延べ件数の推移と相談方法 

 ※ 平成 30年度は、無料通信アプリ「ＬＩＮＥ」での相談を期間限定で試行実施。 

 表２ 主な相談内容 

平成 30 年度相談件数：延べ件数 2,653 件（実件数 833件） 

子どもからの相談 1,497 件 大人からの相談 1,156 件 

① 友人関係 252 件（16.8％） 子どもと教師の関係 196 件（17.0％）

② 学習・進路 198 件（13.2％） 不登校 124 件（10.7％）

③ 親子・兄弟関係 168 件（11.2％） 養育・しつけ 110 件（ 9.5％）

④ 精神不安 154 件（10.3％） 親子・兄弟関係 82 件（ 7.1％）

⑤ 子どもと教師の関係 59 件（ 3.9％） 友人関係 65 件（ 5.6％）

■児童虐待認定件数の推移（札幌市統計）

・児童虐待認定件数は、増加傾向が続いており、平成 30 年度（2018 年度）の認定件数は、

児童相談所で 1,885 件、区役所で 231 件となっています。 

年 度 電 話 E メール 面 談 その他 L I N E 合 計 

H26 1,411 件 2,063 件 234 件 ５件 3,713 件

H27 1,860 件 1,922 件 283 件 ９件 4,074 件

H28 1,903 件 1,420 件 189 件 ３件 3,515 件

H29 1,620 件 1,485 件 188 件 ６件 3,299 件

H30 1,343 件 1,125 件 139 件 ８件 38 件 2,653 件

資料：札幌市子ども未来局 

資料：札幌市子ども未来局 

資料：札幌市子ども未来局 
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■ 「子どもに関する実態・意識調査」結果等から見えてきた課題 

子どもの権利の認知度は上昇傾向にありますが、高校生以下の子どもがいる保護者の中で

も、乳幼児の保護者の認知度は比較的低く、子どもの年齢や状況に応じた効果的な普及・啓

発の取組を着実に進めることが必要です。（図 7） 

子どもの意見表明の機会が、地域や札幌市政において少ない傾向が見られ、様々な体験機会

として地域の子どもと大人の関わりも求められている中、地域等での様々な子どもの主体

的な参加の促進が必要です。（図 8、12、13） 

子どもにとって、相談相手あるいは傷つけやすい人としても、友達の存在は大きく、子ども

同士の理解や支え合いが大切であるとともに、子どもが抱える困難への大人の気づき・支援

のために地域のつながりが求められています。（図 3、4、9、10、11、13） 

子どもアシストセンターの認知度が低下傾向にある一方、「権利侵害からの救済」と「一人

一人の権利の尊重」が必要とされており、相談窓口の周知や的確な対応など権利救済体制の

強化が必要です。（図 6、14） 
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第３章 計画の推進体系

１ 現状と課題

 札幌市では権利条例に基づき、子ども一人一人が安心して健やかに成長していく「子どもに

やさしいまちづくり」を推進するため、子どもの権利の普及・啓発や、子どもの参加・意見表

明の促進、子どもを受け止め育む環境づくり、子どもの権利侵害からの救済の取組を進めてい

ます。 

子どもの権利保障を進めるためには、子ども自身が「安心して生きる権利」や「参加する権

利」を理解して、お互いの権利を尊重し実践することはもとより、子どもを育て、子どもとと

もに社会をつくる大人もまた、子どもの視点に立って考え、子どものために配慮し行動するこ

とが欠かせません。 

 その子どもたちの安心感や自分らしさなど子どもの権利に関わる状況について、子どもたち

自身の受け止めを示す全体的な指標として設定している「子どもの自己肯定感」は、「自分のこ

とが好き」など子どもの主観的な自己評価に基づくものですが、子ども自身の中で様々な意欲

や達成経験、周囲への信頼感などとのつながりが見られ、これら相互の関連性を踏まえた全体

的な向上を目指していくことが大切です。 

 また、大人の子どもへの関わり方として、子どもの主体性を尊重しながら、必要な声かけや

手助けをする保護者の姿勢が多く見受けられる一方、多くの大人は、子どもに対して、不安や

悩みを抱えこみやすく、周囲との関わりが希薄化した「見えにくい子ども」というイメージを

もっています。家庭や学校、地域等における子どもと大人の様々な関わりを、子どもの健やか

な成長のために必要な学びや経験、参加・意見表明、悩みや不安への気づき・支えの機会とし

て、あらためて考えていくことが重要です。 

 子どもの権利保障の現状について、実態・意識調査では、子どもが「いじめや虐待から守ら

れること」「障がい、国籍、性別等による差別を受けないこと」「個性や違いを認められ、一人

の人間として尊重されること」の３つが「大切にされていない権利」として多く挙げられてお

り、いじめ、虐待、差別などの「人権侵害からの救済」と「お互いの違いを認め、一人一人の

権利を尊重する意識の向上」の両面を一体的に進めていくことが求められているといえます。 

 その上で誰もが、障がいや国籍、性別を始め、個々の多様性を認識した上でお互いを尊重す

るとともに、一人一人の成長や自立のために、適切な配慮や支援を行っていくという、子ども

の権利にとどまらない基本的な人権理解の視点をもって、取組を進めることが重要です。 

 また、計画の検討にあたり、子どもたちに考えてもらった「子どもにやさしいまち」は、「個

性を伸ばせる・チャレンジできるまち」「子どもの意見が尊重されるまち」「大人と子どもが交

流できるまち」「安心して相談できるまち」としてまとめられました。これらの意見は、子ども

が様々なことに参加し、安心して自分らしく、豊かに育つ権利として、権利条例が掲げる４つ

の権利とも深く関わるものであり、子どもの参加の促進や権利侵害からの救済など子どもの権

利に関する様々な取組も、子ども一人一人の実感につながるように進めていくことが重要で

す。（20ページ参照） 
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 権利条例の施行から 10 年を経過し、今後のより一層の子どもの権利保障のためには、上記の

観点や現状を踏まえ、それぞれの取組を着実に進めていく必要があります。 

子どもの権利推進のイメージ

（各施策についての現状と課題） 

○子どもの権利の普及・啓発 

 子どもの権利の認知度は上昇傾向にあり、特に学齢期の子どもや保護者の認知度が比較的

高い一方、乳幼児の保護者の認知度は低く、対象者の年齢や状況に応じた取組の工夫が求め

られています。毎年、新たに保護者になる方々も多くいる中で、子ども自身の理解向上とと

もに、着実な普及・啓発の取組を継続していくことが必要です。 

○子どもの参加・意見表明の促進 

 子どもの様々な体験機会として、自然・文化・スポーツ体験以外に、地域における子ども

と大人の関わりの機会が求められているほか、子どもの意見表明の機会が、特に地域や札幌

市政に関して少ない傾向が見られ、子どもの主体的な参加を促進していく必要があります。 

○子どもを受け止め育む環境づくり（子どもの安心） 

 友達関係で不安や悩みを抱えやすい子どもが多く見られる一方、相談相手としても、友達の

存在は大きく、子ども同士の理解や支え合いは、子どもの権利保障に深く関わっています。 

 また、家庭や学校以外においても、子どもの安心や様々な参加・経験、さらには子どもが

抱える困難への大人の気づき・支援の場として、地域のつながりが求められています。 

○子どもの権利侵害からの救済 

 子どもアシストセンターでは、子どものための相談窓口として、スマートフォン等の普及

を受けた相談方法の見直しや効果的な広報の検討とともに、引き続き権利救済活動の充実を

進めることが必要です。 

 また、児童虐待の認定件数が増加傾向にある中、いじめ防止等と併せて、重大な権利侵害

への対応は喫緊の課題であり、早期発見・対応に向けた体制強化とともに、広く人権尊重の

意識の向上を図ることが重要です。  

・子どもの視点 

・子どもの主体性の尊重

・見守り・必要な支援 

・子ども自身の権利の理解 

・お互いの尊重・支え合い 

・安心、参加、成長 

子ども・大人双方の 

理解・実践

･･･普及・啓発 

･･･参加・意見表明の促進 

･･･受け止め育む環境づくり 

･･･権利侵害からの救済 

子ども

大人 

子ども:一人一人の権利の理解・尊重 

大人:子どもの権利の理解、子どもの主体性の尊重 

子ども：多様な体験、参加・意見表明 

大人：参加機会の創出、子どもの考えや意見の尊重

子ども：子ども同士の相互理解・支え合い 

大人：見守り・声かけ、居場所、相談・支援 

子ども：ＳＯＳ、子ども相互の理解・尊重 

大人：相談対応、いじめ・虐待対応等の救済活動 

権利が大切にされること／何かあれば救済されること

の両面を一体的に推進 

子どもの安心から主体的な参加まで

成長を支える取組を展開 

＜前提＞ ＜推進の観点＞ ＜施策＞ 

○子ども一人一人の権利の尊重 

○子どもの参加 

○子どもの安心 

○子どもの権利侵害からの救済 

(家庭、子ども施設 

 地域、市役所等) 

子どもの権利保障の推進

(自己肯定感の向上など)

･
･
･

･
･
･
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２ 子どもが考える「子どもにやさしいまち」

子ども・子育てに関する施策を進めるためには、子どもの思いや考えを受け止め、子どもの

視点に立って考えることが必要です。本計画の策定に当たっても、子どもにやさしいまちはど

んなまちか、これからの札幌がどうあるべきか、子どもたち自身に考えてもらいました。今後、

計画に基づき施策を実施する中でも、子どもや大人みんなで協力して、子どもにやさしい札幌

のまちづくりを進めていきたいと考えています。 

《個性を伸ばせる・チャレンジできるまち》

子ども一人一人が個性を伸ばすことができ、自分を好きになることが大切。 

 自分を好きになることが自信につながり、新しいことにチャレンジできるようになる。 

 学校や放課後、地域の色々な活動が子どもの成長につながっている。何かができるようになったとき、周囲に

認められたときに成長を実感できるので、がんばったことを発表できる機会があったらいい。 

《子どもの意見が尊重されるまち》 

まちづくりなど子どもに関わることについては、子どもの意見を聞いてほしい。 

そのためには、大人が子どもの意見に耳を傾け、周りもやさしい雰囲気だと、 

子どもは安心して意見を言える。子どもも自分の意見をちゃんと言うことが大切。 

《大人と子どもが交流できるまち》 

 色々な人と関わることで、子どもは成長できる。 

 子どもが乳幼児の親子や高齢者と触れ合ったり、大学生に勉強を教えてもらったり、色々な交流

ができる居場所が必要。大人と関わることで、家庭や学校以外でも人との接し方や社会性を身につ

けられる。地域の大人との交流は、子どもの毎日の安心にもつながる。 

《安心して相談できるまち》 

身近に、秘密が守られ安心して相談できる場所があるといい。 

 相談すると気持ちが軽くなる。子どもも自分の考えを言葉にしたり、 

 友達同士で相談に乗って助け合うことが大切。

《子育てにもやさしいまち》 

 子育ては、子どもの成長を感じて楽しいと思うけど、子どもが泣きやまなかったり大変な中で、

子どもを大事にちゃんと見ていてすごいと思う。子育てしている大人にも元気でいてほしい、大人

にやさしく笑顔で接してもらうと子どもは安心する。子育ての支援とともに、赤ちゃんが泣いてい

ても迷惑そうにしないなど周囲の理解とサポートが大切。 

《困ったときは助け合えるまち》 

身近にいる外国籍や障がいのある子どもの中には、勉強や人との関わりに困難を抱えている子ど

もがいる。普段から特別扱いをするわけではなく、普通に接して、必要なときは声をかけたり手助

けをしている。お互いを理解し、認め合い、困ったときは助け合うことが必要。 

子どもが考える子どもにやさしいまち 

さらに、子どもも大人も誰もが笑顔で暮らせるように・・・

※子どもたちの話し合いの様子については参考資料をご覧ください。 
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３ 基本理念・施策の体系

（1）基本理念

 すべての子どもが安心して暮らし、健やかに成長していくためには、子ども自身はもとより、子どもや子

育てに関わるすべての大人が、子どもの権利の大切さを理解し、社会全体で子どものために配慮し行

動していくことが必要です。 

 そしてまた、権利条例の前文にもあるように、子どもが参加し、子どもの視点に立ってつくられたまち

は、すべての人にとってやさしいまちとなります。 

 権利条例の施行から 10 年が経過する中、今後の子どもの権利保障に向けた本計画の基本理念

を、この計画を包含する子ども・子育てに関する総合計画「さっぽろ子ども未来プラン」に合わせて以

下のとおり定め、子どもの権利を大切にする環境の充実を推進していきます。 

（2）基本施策 

 子どもの権利保障の総合的な推進のために、以下の基本施策に沿って具体的な取組を展開してい

きます。 

  基本施策１ 子どもの権利を大切にする意識の向上 

  ■子どもの権利の普及・啓発 

  ■子どもの権利の理解促進（保護者）      

  ■子どもの権利の理解促進（子ども） 

  ■子どもの権利を生かした学校教育の推進 

  基本施策２ 子どもの参加・意見表明の促進 

  ■市政やまちづくりへの子どもの参加の促進 

  ■子どもが関わる施設や学校における子どもの参加の促進 

  ■地域における子どもの参加の促進 

  基本施策３ 子どもを受け止め、育む環境づくり 

  ■子どもの安心と学びのための環境づくり 

  ■子どもが安心して暮らせる地域づくり 

  ■安心して子育てできる環境づくり（困難への気づき・相談支援） 

  基本施策４ 子どもの権利侵害からの救済 

  ■子どもの権利侵害に関する相談・救済 

  ■児童虐待への対応 

  ■権利侵害を起こさない環境づくり 

  ■子育てに不安を抱える保護者等への支援 

子どもの権利を尊重し、子どもの輝きがすべての市民を笑顔で結ぶまち
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基本施策１ 子どもの権利を大切にする意識の向上

＜施策の方向性＞ 

 子ども一人一人の権利が尊重される子どもにやさしいまちを実現するためには、子ども自身が

子どもの権利について理解し実践するとともに、家庭や学校、地域など様々な場で子どもに関わ

るすべての大人が子どもの権利を尊重し、子どものために考え行動することが必要です。 

 その普及のためには、子どもの年齢や子どもとの関わりに応じた広報等を、様々な働きかけを

交え、地域や学校などとも連携しながら重層的・継続的に進めていくことが求められます。 

 そのため、学齢期の子どもや保護者に対しては、学校の教育活動等を通じて普及･啓発を図る

とともに、広く市民の協力を得ながら、地域、子どもに関わる団体・施設等とも連携して広報活

動を進めます。 

 特に、乳幼児の保護者に対しては、妊娠期からの様々な機会を捉え、幼稚園・保育所等との連

携も図りながら、子育てのヒントや気づきにつながる効果的な啓発活動を進めていきます。 

 さらに、直接的な広報や啓発活動にとどまらず、子どもの参加や権利侵害からの救済活動など

子どもの権利に関わる様々な取組の機会を、子どもの権利の大切さをあらためて考える実践的な

理解の場としながら、普及・啓発を図っていきます。

＜主な事業・取組＞ 

■子どもの権利の普及・啓発 

 子どもの権利の普及に向け、「さっぽろ子どもの権利の日6(11 月 20 日)」事業のほか、広く市

民や子どもに関わる施設職員、地域で子どもに関わる大人などを対象に、様々な工夫や働きかけ

を交えた効果的な広報等を進めます。 

事業・取組名 事業内容 担当部 

「さっぽろ子どもの権

利の日」事業 

権利条例第５条で定める「さっぽろ子どもの権利の

日(11 月 20 日)」を中心とした期間に、他の子ども・

子育て関連事業とも連携しながら、子どもの権利の

理解向上や子どもの参加促進など、子どもの権利の

普及に資する事業を実施します。 

子）子ども育成部

市民と連携した普及啓

発（子どもの権利啓発

サポーター） 

出前講座等により子どもの権利について学んだ市民

に、家庭や地域で広報・普及の担い手(子どもの権利

啓発サポーター)になってもらうなど、市民と連携し

た子どもの権利の普及啓発を進めます。 

子）子ども育成部

施設職員など子どもに

関わる大人への普及啓

発 

幼稚園・保育所や児童会館など子どもに関わる施設

職員等を対象として、子どもの権利の考え方につい

て具体例を交えた解説資料等に基づき、子どもに関

わる大人への普及啓発を進めます。 

子）子ども育成部

6 【さっぽろ子どもの権利の日】権利条例では、子どもの権利について市民の関心を高めるため、11月 20日（国連で子どもの権利条約が採

択された日）を「さっぽろ子どもの権利の日」としている。 
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地域における子どもの

参加の促進 
（基本施策 2、3にも掲載） 

地域における子どもの参加の取組や工夫の事例を集

約し、子どもの権利の考え方を交えて、広く情報提供

と活用の働きかけを行うことにより、地域の子ども

の参加を促進するとともに、地域の大人と子どもの

関わりを通じた、子どもの学びや体験機会の充実、不

安や悩みを抱えた子どもへの気づきや支援にもつな

げていきます。 

子）子ども育成部

他都市との連携・交流 子ども交流事業などにより、権利条例を制定してい

る他の自治体との連携強化を進め、取組事例の共有

等を通して、札幌市の取組を発信するとともに、より

効果的な取組の検討・実施につなげていきます。 

子）子ども育成部

■子どもの権利の理解促進（保護者） 

 乳幼児の保護者の子どもの権利への理解向上のため、妊娠期からの様々な機会を捉え、幼稚園・

保育所との連携も図りながら普及・啓発を強化するとともに、学校の教育活動を通じて、学齢期

の子どもの保護者への普及･啓発を進めます。 

事業・取組名 事業内容 担当部 

乳幼児の保護者等への

普及啓発 

新たに保護者になる方々を始めとして、妊娠期から

乳幼児期の健診や子育てサロン7など様々な機会を

捉えた働きかけを行い、幼稚園・保育所との連携も図

りながら広く子どもの権利への理解が進むよう普及

啓発を行います。 

子）子ども育成部

学齢期の子どもの保護

者への普及啓発 

学校等を通じた保護者向けパンフレットの配布や家

庭教育学級での出前講座の実施等により、学齢期の

子どもの保護者への普及啓発を進めます。 

子）子ども育成部

■子どもの権利の理解促進（子ども） 

 子どもの権利について子ども自身の理解の向上を図るために、子ども向けの広報紙の発行や出

前講座等を実施するほか、他の人権課題に関わる意識啓発の取組と併せて、広く人権尊重の意識

の向上を図ります。 

事業・取組名 事業内容 担当部 

子ども向け広報等の充

実 

子どもの権利について子ども自身の理解の向上を図

るために、子ども向け広報紙「子ども通信」等にお

いて子どもの権利に関する取組事例を発信するとと

もに、子どもに関わる様々な施策や事業においても、

子どもにわかりやすく、親しみやすい情報発信を進

めます。 

子）子ども育成部

7 【子育てサロン】子育て中の親子が気軽に集い、自由に交流や情報交換ができる場。地域子育て支援拠点（常設の子育てサロン）では、

子育てに関する相談や援助、情報提供などを実施している。 
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子ども向け出前講座等

の実施 

子ども同士のグループワークや人形劇を交えた講座

など、子どもにわかりやすい工夫を取り入れ、お互

いの大切さに気づき、支え合いにもつながるような、

子ども向け出前講座や出前授業を実施し、子どもの

権利や救済に関して、子どもの具体的・実践的な理

解の向上を図ります。 

子）子ども育成部

子ども向け男女共同参

画意識啓発事業 

子どもたちが男女共同参画の理念を理解した上で自

己形成ができるよう、性別に捉われず個性を尊重す

ることの大切さを伝える小・中学生向けパンフレッ

トを作成し、配布します。 

市）男女共同参画室

■子どもの権利を生かした学校教育の推進 

 授業を始めとした学校教育全体の中で、子どもが自他の権利の尊重について学ぶとともに、子

ども同士が支え合う活動に取り組むほか、人権に関わる学習活動の実践研究等を通して、子ども

の権利の理念を生かした教育活動を推進します。 

事業・取組名 事業内容 担当部 

小・中学生向けパンフ

レットの活用 

子どもの権利の理解と実践のため、子ども同士の支

え合い(ピア・サポート8)や意見交換などの内容で、

学校の授業等でも活用できるパンフレットを小・中

学生に配布し、子ども自身の学びを推進します。 

子）子ども育成部

民族・人権教育の推進
（基本施策 4にも掲載）

民族教育や人権教育について、体験活動等を取り入

れた指導を充実させるとともに、より効果的な指導

方法等について実践研究を行い、その成果を普及・

啓発します。 

教）学校教育部 

子どもの権利の理念を

生かした教育活動の推

進

（基本施策 2にも掲載）

子どもが自他の権利の尊重などについて学び、児童

会・生徒会活動などに主体的に参加したり、子ども

同士が支え合い、よりよい人間関係を築く活動（ピ

ア・サポート）に取り組んだりするなど、教員向け

研修の実施と併せて、子どもの権利の理念を生かし

た教育活動を推進します。 

教）学校教育部 

障がいのある子どもと

ない子どもとの交流及

び共同学習の充実 

特別支援学校に在籍する子どもが自分の住む地域の

小・中学校で学ぶ機会を充実させるほか、障がいの

ある子どもとない子どもとが日常的に交流する取組

を推進します。 

教）学校教育部 

福祉読本の発行 心のバリアフリー（障がいのある人などへの偏見を

なくし、思いやりを持って手助けしようとする考え

方や行動）を学ぶための福祉読本を発行し、理解促

進を図ります。 

保）障がい保健福祉部

8 【ピア・サポート】ピアとは「仲間」、サポートとは「支援」「支える」という意味であり、ピア・サポートとは、「仲間による支援活動」

のこと。 
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基本施策２ 子どもの参加・意見表明の促進

＜施策の方向性＞ 

 子どもたちが大人とともにまちづくりに参加し、子どもの視点に立ってつくられたまちは、

すべての人にやさしいまちとなります。家庭や子ども関連施設、地域、市政を始め、子どもに

関わることについては、子どもが考えや意見を表明する機会がつくられ、適切な配慮をもって

尊重されることが大切です。 

 こうした子どもの参加の促進のため、市政やまちづくりに関して、子ども同士の意見交換や

発表の機会も交えながら、子どもが意見を提案する取組を展開するほか、学校の教育活動や子

どもが関わる施設でも子どもの主体的な参加の取組を進めます。 

 さらに、子どもの参加が広く身近な取組となるよう、地域の子どもが参加する行事など様々

な機会を捉えて、子どもによる提案や企画・運営の取組を働きかけるとともに、保護者を始

め、子どもに関わる大人に対して子どもの参加の大切さを呼びかけ、理解の促進を図ります。 

 また、子どもの健やかな成長のためには、子どもが様々なことに意欲をもって主体的に参加

し、多様な経験や人との関わりを通して自立性や社会性を身につけていくことも大切です。 

 自然や芸術・文化、スポーツ体験だけでなく、周囲の大人と子どもの関わりもまた、子ども

の学びや経験、参加・意見表明、悩みや不安への気づき・支えの機会として、子どもの豊かな

育ちに寄与すると考えられ、家庭や学校のみならず、地域とのつながりなど多様な人との関わ

りを促進します。 

＜主な事業・取組＞ 

■市政やまちづくりへの子どもの参加の促進 

子どもが市政やまちづくりについて考え、意見を表明する子どもの参加・意見表明の機会を

様々なかたちで促進するとともに、子ども自身による情報発信を含む広報により、子どもの参加

意識の向上や子どもの参加の取組の普及を進めます。 

事業・取組名 事業内容 担当部 

子ども議会 子ども議員となった子どもたちが主体的に札幌のま

ちづくりについて話し合い、発表する活動を通して、

市政への子どもの参加及び意見表明の機会としてい

きます。 

子）子ども育成部

子どもからの提案・意

見募集ハガキ 

子どもが市政やまちづくりについて考えた意見や提

案を広く返信用ハガキにより募集し、子どもの参加・

意見表明の機会を促進するとともに、その結果を札幌

市の考え方と併せて広報することにより、子どもたち

の参加意識の向上を図ります。 

子）子ども育成部

子どもの交流・参加の

促進 

権利条例制定自治体など他都市の子どもたちと交流

しながら、地域のまちづくりに関して体験・意見交換・

発表などを行う子ども交流事業を実施し、参加した子

どもたちの学びや成長の機会とするとともに、実施内

容の広報により広く地域等での子どもの参加や意見

表明を促進します。 

子）子ども育成部
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子どもからの情報発

信(子どもレポータ

ー) 

行事等に参加した子ども自らが取材・編集した記事

を、子ども向け広報紙「子ども通信」等に掲載して配

布するなど、子どもからの情報発信の取組を進めま

す。 

子）子ども育成部

次世代の活動の担い

手育成事業 

次世代のまちづくり活動の担い手を育成するため、小

学生から大学生、及び地域活動の経験がない若者がま

ちづくり活動の大切さや必要性に気づくきっかけと

なるよう、若者を対象としたまちづくり活動への参加

機会を拡大します。 

市）市民自治推進室

ＳＤＧs9をテーマと

した次世代に向けた

人材育成事業 

高校生などの次世代を担う若者を中心に、ＳＤＧs の

視点を踏まえた持続可能な都市のあり方について考

え、学び、体験するワークショップを開催し、先導的

役割を担う人材を育てます。 

環）環境都市推進部

市政やまちづくりへ

の子どもの参加・意見

表明の促進 

審議会等への子ども委員の参加や計画策定時のキッ

ズコメントの実施のほか、子どもに関わる様々な施策

や事業の実施において、子どもの主体的な参加の要素

を取り入れ、市政やまちづくりへの子どもの参加・意

見表明の機会を促進します。 

子）子ども育成部

■子どもが関わる施設や学校における子どもの参加の促進 

 子どもが関わる施設等での子どもの主体的な参加の取組として、児童会館やミニ児童会館の子

ども運営委員会や学校の児童会・生徒会の活動を進めるとともに、取組事例の広報等を通して広

く子どもの参加を促進します。 

事業・取組名 事業内容 担当部 

児童会館子ども運営委

員会の拡充（わたした

ちの児童会館づくり事

業） 

子どもたちが、児童会館やミニ児童会館の運営等に

主体的・積極的に参加する子ども運営委員会などの

仕組みづくりを全館で行い、参加・意見表明の促進と

ともに、地域への愛着やまちづくりへの関心を育み

ます。 

子）子ども育成部

子ども関連施設におけ

る子どもの参加の促進 

子ども関連施設において、子ども運営委員会などの

子どもの主体的な参加や活動、地域の大人と子ども

の交流が広がるよう働きかけるとともに、こうした

取組事例の広報等を通して子どもの参加を促進しま

す。 

子）子ども育成部

子どもの権利の理念を

生かした教育活動の推

進 

（基本施策 1にも掲載）

子どもが自他の権利の尊重などについて学び、児童

会・生徒会活動などに主体的に参加したり、子ども同

士が支え合い、よりよい人間関係を築く活動（ピア・

サポート）に取り組んだりするなど、教員向け研修の

実施と併せて、子どもの権利の理念を生かした教育

活動を推進します。 

教）学校教育部 

9 【ＳＤＧs】サスティナブル・デベロップメント・ゴールズの略。2015 年９月の国連サミットで採択された「持続可能な開発のための

2030 アジェンダ」にて記載された 2016 年から 2030 年までの国際目標。持続可能な世界を実現するための 17の目標（ゴール）と 169の取

組（ターゲット）から構成されている。 
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■地域における子どもの参加の促進 

地域の子どもの参加の取組や工夫の事例を集約し、広く情報共有と活用の働きかけを行うこと

により、子どもの参加のほか地域の大人と子どもの様々な関わりを促進するとともに、地域のま

ちづくり活動や、子ども会など少年団体の活動を支援し、子どもの様々な体験活動の機会をつく

ります。 

事業・取組名 事業内容 担当部 

地域における子どもの

参加の促進 
（基本施策 1、3にも掲載）

地域における子どもの参加の取組や工夫の事例を集

約し、子どもの権利の考え方を交えて、広く情報提供

と活用の働きかけを行うことにより、地域の子ども

の参加を促進するとともに、地域の大人と子どもの

関わりを通じた、子どもの学びや体験機会の充実、不

安や悩みを抱えた子どもへの気づきや支援にもつな

げていきます。 

子）子ども育成部

未来へつなぐ笑顔のま

ちづくり活動推進事業 

自治基本条例の目的として掲げられた「市民が主役

のまちづくり」を進めるため、身近な地域のまちづく

り活動の支援を行います。また、子どもたちにまちづ

くりの楽しさや必要性について理解を深めてもらう

ため、「子どもまちづくり手引書」を作成し、希望す

る小学校へ配布します。 

市）市民自治推進室

少年団体活動促進事業 子ども会など少年団体の活動支援や活発化を図り、

様々な体験活動を通して、子どもの自主的な社会参

加、連帯意識の向上を促し、青少年活動を担う人材を

育成します。 

子）子ども育成部

子どもの体験活動の場

支援事業 

旧真駒内緑小学校跡施設「まこまる」において、プレ

ーパーク等の多様な体験機会を子どもに提供する子

どもの体験活動の場「Coミドリ（こみどり）」の運営

を支援します。 

子）子ども育成部

プレーパーク推進事業 子どもの自主性・創造性・協調性を育むことを目的

に、地域住民等が規制を極力排除した公園等で開催・

運営する「プレーパーク」を進めます。 

子）子ども育成部
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基本施策３ 子どもを受け止め、育む環境づくり

＜施策の方向性＞ 

 子どもが自分らしく伸び伸びと成長していくためには、年齢とともに変化する生活状況や人

間関係に応じて、安心して暮らせる環境づくりが不可欠です。子どもの安心には、自分が大切

にされているという受容感や困ったら相談できるという信頼感などとともに、周囲の大人や子

どもとの関係性、居場所、相談先、必要な支援の提供など様々な要素が関係しています。 

 これらの要素を踏まえた取組を進める中でも、子どもの生活において友達の存在が大きいこ

とから、相互理解やいじめ防止の観点も交えて、身近な子ども同士がお互いを理解・尊重し、

支え合うための働きかけを行っていきます。 

 また、スマートフォン等の普及を受けたコミュニケーション手段の変化やインターネットの

安全利用について、子どもや保護者等の理解向上を図る観点も踏まえて取組を進めます。 

 そのほか、子どもの安心や成長につながる場として、家庭や学校以外に、児童会館や地域にお

ける子どもの居場所づくりを進めるとともに、子どもの見守りや困難を抱える子どもへの気づ

き・支援の機会ともなるよう、町内会や青少年育成委員10会、民生委員児童委員11協議会と連携

を図りながら、地域における子どもと大人の関わりを促進します。 

 また、具体的な子ども・子育てに関わる不安や悩みへの対応として、妊娠期から学齢期、若

者期を通じて子ども自身や保護者からの様々な相談に応じるとともに、いじめや不登校などの

解決に向けた支援、子どもの貧困対策など、子ども・子育ての安心のために必要な取組を進め

ていきます。 

＜主な事業・取組＞ 

■子どもの安心と学びのための環境づくり 

 子どもが安心して暮らし、学ぶことのできる環境づくりを進めるため、学校における教育相談

体制の充実、いじめや不登校などの解決に向けた支援のほか、多様な学びを支える環境の充実、

若者の社会的自立の支援など子どもの年齢や状況に応じた様々な取組を行います。 

事業・取組名 事業内容 担当部 

子どもの権利救済に関

する普及啓発（子ども

アシストセンター） 

各種広報や出前講座を通して、相談窓口の周知とと

もに、子ども同士の相互理解や子どもの不安への保

護者等の気づき・声かけの意識向上を図り、子どもが

安心して暮らせる環境づくりを進めます。 

子）子どもの権利

救済事務局 

学校における教育相談

体制の充実 

（基本施策 4にも掲載）

様々な悩みを抱える児童生徒一人一人に、学校が一

体となってきめ細かく対応することができるよう、

研修などを通じて、教育相談に関する教員の能力や、

学校の組織力の向上を図ります。 

教）学校教育部 

10 【青少年育成委員】地域において子どもたちの健全な育成に関する実践活動を推進するために、市内 90地区に組織された青少年育成委員

会において、スポーツ・文化事業や子どもにとって有害な環境を排除するための事業などを実施する者。区長の内申により、市長が選任

する。 
11 【民生委員・児童委員】民生委員法に基づき、社会奉仕の精神をもって、常に住民の立場に立って相談に応じ、必要な援助を行うなど、

社会福祉の増進に努める民間の奉仕者。市長の推薦により、厚生労働大臣が委嘱する。民生委員は児童委員を兼ねており、地域で子ども

が元気で安心して暮らせるように、子どもを見守り、妊産婦の子育ての不安や妊娠中の心配ごとなどの相談・支援を行う。 
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スクールカウンセラー
12活用事業 

子どもや保護者がカウンセリングを受けることで、

友人関係の悩みや登校への不安を和らげることがで

きるように、専門的知識・経験を有するスクールカウ

ンセラーの一層の効果的な活用を進めます。 

教）学校教育部 

教育支援センター13・相

談指導教室における支

援の充実 

不登校児童生徒が仲間と共に学習や体験活動に取り

組むことで、学校復帰や社会的自立に向かうことが

できるよう、一人一人の状況に応じた支援を行いま

す。また、保護者交流会などを開催し、保護者の不安

解消を図ります。 

教）学校教育部 

相談支援パートナー14

事業 

不登校やその心配のある子どもに対し、一人一人の

状況に応じたきめ細かな支援を行うため、相談支援

パートナー等を配置し、不登校の状況改善を図ると

ともに、未然防止や初期対応に取り組みます。 

教）学校教育部 

いじめ対策・自殺予防

事業 

アンケート調査の実施や相談窓口及び教員研修の充

実により、いじめや自殺関連行動等の未然防止や早

期発見などにつなげます。 

教）学校教育部 

子どもの学びの環境づ

くり補助事業 

学校以外の子どもの学びの環境づくりを進めるた

め、不登校児童生徒の受け皿となっているフリース

クール15など民間施設に対する支援を行います。 

子）子ども育成部

札幌まなびのサポート

事業 

就学援助世帯及び生活保護世帯の中学生に対し、「貧

困の連鎖」を防ぐために、学習習慣の定着を図り高校

進学を実現するとともに、自己肯定感を持てるよう

な居場所の提供を行うことを目的とした学習支援を

実施します。 

保）総務部 

（仮称）学びの支援総

合センター事業 

障がいや不登校、日本語習得の困難さなどにより、個

別に特別な支援を必要とする子どもへの相談・支援

を総合的に行う体制を整備し、対象となる児童生徒

への支援の充実を図ります。 

教）学校教育部 

公立夜間中学設置検討

事業 

様々な事情により、学校に行かないまま中学を卒業

した方や小・中学校での就学機会が得られなかった

方などに対し、「学び直しの場」を提供するため、公

立夜間中学の開設を目指します。 

教）学校教育部 

若者の社会的自立促進

事業 

高校中退者等を対象に、高等学校卒業程度の学力の

習得を目指し、学習相談及び学習支援を実施します。

子）子ども育成部

若者支援施設16の設置・

運営 

若者の社会的自立を総合的に支援するため、市内５

か所に若者支援施設を設置し、自立に向けて不安を

抱える若者への支援や若者同士の交流・社会参加の

きっかけづくりを行います。 

子）子ども育成部

12 【スクールカウンセラー】子どもの不安や悩みの相談に当たるとともに、保護者・教員などに対し、子どもとの関わりについての助言・

支援を行うため、学校に配置される臨床心理士などの心の専門家。 
13 【教育支援センター】不登校の小・中学生を対象に、学校以外の場において、学校への復帰及び将来的な社会的自立に向けた支援をする

ため設置されたもの。札幌市では、教育支援センター宮の沢、教育支援センター白石を設置。 
14 【相談支援パートナー】不登校やその心配のある子どもに対し、教職員と協力しながら、登校に向けた支援や別室での学習支援などを行

うボランティア。 
15 【フリースクール】不登校の子どもたちの受け皿として、学習支援や体験活動などを行うため、個人やＮＰＯなどが運営する学校以外の

安心できる学びの場、居場所の総称。 
16 【若者支援施設】若者の社会的自立を総合的に支援することにより、活力ある地域社会の実現に寄与することを目的に設置している施設

(若者支援総合センター、若者活動センター）。 



30 

中学校卒業者等進路支

援事業 

中学校及び高校卒業時、または高校中退時に進路が

未定で、社会的自立に不安のある生徒が困難を有す

る状態に陥ることを未然に防止するため、若者支援

総合センターへとつなげ、就労支援や学び直し支援

を実施します。 

子）子ども育成部

■子どもが安心して暮らせる地域づくり 

 地域の子どもの居場所づくりや青少年健全育成の取組を進めるとともに、町内会や青少年育成

委員会、民生委員児童委員協議会とも連携を図りながら、地域で子どもを見守る中で、困難を抱

える子どもに気づき支援につないでいく環境づくりを進めます。 

事業・取組名 事業内容 担当部 

子どもの居場所づくり

支援事業 

地域全体で子どもたちを見守る環境を充実させ、子

どもたちが安心して過ごせる地域の居場所づくりを

推進するため、「子ども食堂17」などの活動について、

運営経費を補助します。 

子）子ども育成部

児童会館の地域交流の

推進 

子どもの社会性を育む機会を創出するため、地域公

開日の設定、複合化後の施設間の調整により、多世代

交流の促進や地域との相互理解につながる事業を展

開します。 

子）子ども育成部

地域における子どもの

参加の促進 
（基本施策 1、2にも掲載）

地域における子どもの参加の取組や工夫の事例を集

約し、子どもの権利の考え方を交えて、広く情報提供

と活用の働きかけを行うことにより、地域の子ども

の参加を促進するとともに、地域の大人と子どもの

関わりを通じた、子どもの学びや体験機会の充実、不

安や悩みを抱えた子どもへの気づきや支援にもつな

げていきます。 

子）子ども育成部

少年健全育成推進事業

（青少年育成委員会） 

地域における青少年育成を推進する担い手として、

連合町内会単位に各地区青少年育成委員会を組織

（90地区・1,800 人）し、文化体験・スポーツ大会な

ど青少年に関わる健全育成事業や地域における安

全・安心な環境づくり事業を推進します。 

子）子ども育成部

少年育成指導員による

指導・相談 

子どもの問題行動に早期に対応するため、繁華街や

駅などを巡回して声かけを行い、子どもへの親身な

指導、助言などを通して非行化の未然防止や、悩みご

と等の相談アドバイスに努めます。 

子）子ども育成部

犯罪のない安全で安心

なまちづくり推進事業 

地域の家庭が登録し、子どもが事件に巻き込まれそ

うになったときなどに避難場所として駆け込み、助

けを求める「子ども 110 番の家18」等を行う団体に対

して支援を行うことで、犯罪被害を最小限に止める

体制づくりの充実を図ります。 

市）地域振興部 

17 【子ども食堂】地域で子どもたちに対し、無料又は低額で温かい食事や安心して過ごせる場を提供する取組。学習支援や多世代交流の

場、地域で子どもを見守る場としても展開されている。 
18 【子ども 110番の家】子どもが登下校時などに、「不審者からの声かけ、痴漢、つきまとい行為」等の被害を受けて身の危険を感じたとき

に、避難場所として駆け込み、一時的に保護して警察に 110 番通報したり、学校、家庭へ連絡するなどして、地域ぐるみで子どもの安全

を守っていくボランティア活動。 
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■安心して子育てできる環境づくり（困難への気づき・相談支援） 

 安心して子育てができる環境づくりを進めるため、特に乳幼児の保護者など、妊娠期から子ど

もの年齢や生活の状況に応じた相談・支援体制を強化するとともに、子どもの貧困対策の観点も

踏まえ、困難を抱えた子どもや家庭を早期に把握し、必要な支援につなげます。 

事業・取組名 事業内容 担当部 

子どものくらし支援コ

ーディネート事業 

地域を巡回し、困りごとを抱えた子どもや家庭を早

期に把握して、必要な支援につなげる子どもコーデ

ィネーターを配置し、学校や児童会館、民生委員・児

童委員など子どもに関わる様々な関係者との連携体

制を構築します。 

子）子ども育成部

スクールソーシャルワ

ーカー19活用事業 

スクールソーシャルワーカーが、児童生徒を取り巻

く環境（家庭、学校等）に働きかけたり、関係機関等

と連携したりするなどして、いじめや不登校、暴力行

為、児童虐待などの解決に向けた支援を行います。 

教）学校教育部 

妊婦支援相談事業 

(基本施策 4にも掲載)

保健センターにおいて、母子健康手帳交付時に保健

師等が面接し、妊婦の妊娠・出産への不安軽減を図

り、家庭訪問等により継続的に支援します。 

保）保健所 

初妊婦訪問事業 

(基本施策 4にも掲載)

初妊婦を訪問し、妊娠・出産・育児に関する不安や悩

みの相談に応じるとともに、子育て情報などの提供

を行います。 

保）保健所 

産後ケア事業 家族等から十分な援助が受けられず、かつ、心身の不

調または育児不安等がある産婦に対し、助産所にお

いて心身の休養の機会を提供し育児に関する助言指

導等を行います。 

保）保健所 

乳幼児健康診査 区保健センターにおいて４か月児、10 か月児(再来)、

１歳６か月児、３歳児、５歳児に対する健康診査を実

施し、疾病や障害の早期発見及び乳幼児の心身の健

全な発育・発達を促すとともに、親の育児不安の軽減

を図ります。 

保）保健所 

各区子育て世代包括支

援センター機能の強化 

各区保健センターにおける「子育て世代包括支援セ

ンター」の機能を強化し、新たに母子保健相談員20を

各区に配置の上、妊娠期から出産・育児まで各段階に

対応できる一貫性・整合性のある切れ目のない支援

体制の強化を図ります。 

保）保健所 

19 【スクールソーシャルワーカー】教育と福祉の両面に関わる専門的な知識や技術を活用し、家庭、学校、地域の関係機関をつなぎ、問題

を抱えた子どもを取り巻く環境の改善に向けて支援する専門家。 
20【母子保健相談員】各区子育て世代包括支援センターにおいて、妊産婦に対し継続的な状況把握及び総合相談支援を行う保健師等専門職に

よる相談員。 
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基本施策４ 子どもの権利侵害からの救済

＜施策の方向性＞ 

 子ども一人一人の権利が大切にされることと権利が侵害されたときに救済されること

は、子どもの権利保障において表裏一体の関係にあるといえます。お互いの権利を尊重する意

識の向上を進め、いじめや虐待などの権利侵害を予防するとともに、権利侵害に苦しむ子ども

に対しては迅速な救済が図られなければなりません。 

 具体的な救済のために、子どもの権利救済機関である子どもアシストセンターでは、子ども

のための相談窓口として、スマートフォンの普及等を受けた相談方法の見直しを含め、気軽に

相談しやすい体制づくりを進め、子ども一人一人に寄り添った活動を行います。 

 また、児童虐待の認定件数が増加傾向にある中、虐待の防止や早期発見・早期対応に向けて

新たな児童相談体制強化プランを取りまとめ、計画的に体制を強化します。 

 さらに、権利侵害の防止に向け、学校や地域、関係機関との連携のもと、子ども・子育ての

状況に応じた相談・支援を通して子どもや保護者等の様々な不安や負担を軽減するとともに、

障がいや国籍、性別を始めとする個々の多様性への理解や人権尊重の観点を踏まえた普及・啓

発等を進めます。 

＜主な事業・取組＞ 

■子どもの権利侵害に関する相談・救済 

 子どもの権利侵害からの救済に向け、子どものための相談窓口として子どもアシストセンター

の広報の強化や相談方法の見直しを進め、学校等における教育相談などと併せて、子どもに寄り

添った救済活動を迅速かつ適切に行います。 

事業・取組名 事業内容 担当部 

子どもの権利の侵害か

らの救済（子どもアシ

ストセンター） 

子どもに関する相談に幅広く応じ、子どもが自らの

力で次のステップが踏めるよう助言や支援を行うほ

か、救済の申立て等に基づき、問題解決に向けた調査

や関係者間の調整を行い、迅速かつ適切な救済を図

ります。また、子どもたちが気軽に相談しやすくなる

ように、相談事例の紹介や相談員が出向いて行う出

前講座等を通して、身近に感じてもらえる相談窓口

を目指します。 

子）子どもの権利

救済事務局 

子どもアシストセンタ

ー「ＬＩＮＥ」相談事業

より多くの子どもの声をくみ取ることができるよう

に、子どもアシストセンターの新たな相談方法とし

て無料通信アプリ「ＬＩＮＥ」を導入します。 

子）子どもの権利

救済事務局 

学校における教育相談

体制の充実 
(基本施策 3にも掲載)

様々な悩みを抱える児童生徒一人一人に、学校が一

体となってきめ細かく対応することができるよう、

研修などを通じて、教育相談に関する教員の能力や、

学校の組織力の向上を図ります。 

教）学校教育部 
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■児童虐待への対応 

 児童虐待の早期発見と迅速かつ適切な対応のため、子ども安心ホットライン21の運営や関係機

関との連携の強化など児童相談体制の強化に取り組みます。 

事業・取組名 事業内容 担当部 

各区子ども家庭総合支

援拠点機能の整備 

各区保健センターに「子ども家庭総合支援拠点」の機

能を整備し、身近な地域における相談支援体制やそ

の専門性を強化することにより、子どもが健やかに

育つまちづくりを進め、児童虐待の発生を予防しま

す。 

子）児童相談所 

子ども安心ネットワー

ク強化事業 

増加傾向にある虐待通告や養護相談に対し、迅速か

つ適切に対応するため、子ども安心ホットラインを

運営するとともに、児童相談所と児童家庭支援セン

ター22の連携により相談体制を強化します。 

子）児童相談所 

児童相談体制強化事業 児童虐待防止対策体制の強化及び社会的養育の推進

に向け、新たな児童相談体制強化プランを策定する

とともに、計画的な体制強化に取り組みます。 

子）児童相談所 

（仮称）第二児童相談

所整備事業 

増加する虐待通告や法令改正等に対応するため、相

談支援拠点としての第二児童相談所を整備し、児童

虐待相談等への迅速かつ適切な対応や、関係機関及

び各区との連携強化など、相談体制の強化につなげ

ます。 

子）児童相談所 

■権利侵害を起こさない環境づくり 

 権利侵害を起こさない環境づくりのため、オレンジリボン地域協力員23登録の推進など児童虐

待防止の取組のほか、子どもに対する心理的虐待につながるドメスティック・バイオレンス（Ｄ

Ｖ）や体罰の防止の取組を進めるとともに、障がいや国籍、性別を始めとする個々の多様性への

理解の促進やお互いの人権を尊重する意識の向上を図ります。 

事業・取組名 事業内容 担当部 

共生社会の実現に向け

た子どもの権利理解の

促進 

障がいや国籍、性別を始め、個々の多様性を尊重す

るとともに必要な配慮や支援を行うという基本的な

人権理解の視点から、子どもの権利の理解を促進し、

広く子ども同士や子どもに関わる大人の相互理解と

配慮に基づく人権意識の向上を図ります。 

子）子ども育成部

民族・人権教育の推進 
（基本施策 1にも掲載） 

民族教育や人権教育について、体験活動等を取り入

れた指導を充実させるとともに、より効果的な指導

方法等について実践研究を行い、その成果を普及・

啓発します。 

教）学校教育部 

21 【子ども安心ホットライン】児童相談所内に専門の相談員が常駐し、児童虐待通告を始め児童の養育相談にも応じる 24時間 365日対応の

電話相談のこと。 
22 【児童家庭支援センター】児童福祉法第４４条の２に基づいて設置され、子どもの福祉に関する専門的な相談に応じる施設。地域の児

童、家庭の福祉の向上を図ることを目的に設置された福祉施設。 
23 【オレンジリボン地域協力員】児童虐待の早期発見等を目的として、一定の研修を受講した一般市民を協力員として登録する制度。 
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多文化共生推進事業 外国人も日本人も誰もが安心して安全に暮らせる共

生社会の実現に向け、外国人の孤立化防止と暮らし

の不便不安を解消するための支援や仕組みづくりを

進めるとともに、市民の異文化理解と国際理解を促

進します。 

総）国際部 

児童虐待防止対策支援

事業 

虐待が疑われる児童を発見した際に迅速で適切な対

応を行い、児童虐待の発生を予防するため、オレン

ジリボン地域協力員登録を推進するなど、市民、企

業及び関係機関等に対し、児童虐待防止に係る普及・

啓発を行います。 

子）児童相談所 

ＤＶ対策の推進 配偶者等からの暴力被害に対して、配偶者暴力相談

支援センターなど相談しやすい環境や支援体制を整

備するとともに、11 月の「女性に対する暴力をなく

す運動」期間の集中啓発や相談窓口の周知を行いま

す。 

市）男女共同参画室

デートＤＶ24防止講座

など若年層向け予防教

育 

暴力を許さない社会づくりのため若年層への予防教

育としてデートＤＶ防止講座を行います。 

市）男女共同参画室

■子育てに不安を抱える保護者等への支援 

 妊娠・出産時の不安軽減を始め、子ども・子育ての状況に応じた各種相談･支援を実施し、虐待

予防の観点も踏まえ、子どもや保護者等の様々な不安や負担を軽減します。 

事業・取組名 事業内容 担当部 

母子保健訪問指導事業

（乳児家庭全戸訪問事

業） 

すべての乳児のいる家庭を保健師等が訪問し、子育

てに関する情報の提供を行うほか、乳児及びその保

護者の心身の状況及び養育環境の把握を行い、養育

についての相談に応じ助言等支援を行います。 

保）保健所 

保健と医療が連携した

育児支援ネットワーク

事業 

支援が必要な妊婦及び親子を早期に把握し、医療機

関と保健センター等が連携して育児を継続していく

ことができるよう支援するネットワークを整備しま

す。 

保）保健所 

妊婦支援相談事業 

(基本施策 3にも掲載)

保健センターにおいて、母子健康手帳交付時に保健

師等が面接し、妊婦の妊娠・出産への不安軽減を図

り、家庭訪問等により継続的に支援します。 

保）保健所 

初妊婦訪問事業 

(基本施策 3にも掲載)

初妊婦を訪問し、妊娠・出産・育児に関する不安や悩

みの相談に応じるとともに、子育て情報などの提供

を行います。 

保）保健所 

24 【デートＤＶ】ＤＶ（domestic violence）は配偶者やパートナーなど親密な関係にある、又はあった者から振るわれる暴力を意味し、高

校生や大学生などの若い世代の交際において発生する同様の暴力をデートＤＶと呼ぶ。デートＤＶには配偶者間等のＤＶと同じように、

身体的暴力、性的暴力、経済的暴力、精神的暴力がある。 



35 

第４章 計画の推進と評価

１ 点検・評価の実施

 本計画の進捗管理については、庁内の「札幌市子どもの権利総合推進本部」において関係部局間の

情報共有や連携の推進を図るとともに、附属機関「札幌市子どもの権利委員会」における取組状況の

報告を通して評価・検証を行っていきます。 

 また、個別の取組や事業の進捗状況に加え、あらかじめ設定した成果指標等を踏まえた点検・評価

を行うことで、施策の改善につなげていきます。 

２ 成果指標等

（1）成果指標 

指標項目 現状値 目標値 

自分のことが好きだと思う子どもの割合 
67.4％ 

(平成 30 年度) 

80.0％ 

(令和６年度) 

子どもの権利についての認知度 

大人：61.0％ 

子ども：61.4％ 

(平成 30 年度) 

大人：75.0％ 

子ども：75.0％ 

(令和６年度) 

子どもの権利が大切にされていると思う人の 

割合 

大人：49.2％ 

子ども：63.8％ 

(平成 30 年度) 

大人：65.0％ 

子ども：70.0％ 

(令和６年度) 

いじめなどの不安や悩みを身近な人などに 

相談する子どもの割合 

小学生：93.5％ 

中学生：88.1％ 

高校生：87.9％ 

(平成 30 年度) 

小学生：96.0％ 

中学生：90.0％ 

高校生：90.0％ 

(令和５年度) 

（2）主要な活動指標  

具体的な進捗状況を管理・分析するための活動指標を設定します。

指標項目 現状値 目標値 

出前講座など子どもの権利に関する啓発活動 

件数（累計） 

－ 

(平成 30 年度) 

300 件 

 (令和４年度) 

地域団体等による子どもの参加の取組の実施数 
265 件 

(平成 30 年度) 

280 件 

(令和４年度) 

子どもアシストセンター「ＬＩＮＥ」相談件数 
38 件 

(平成 30 年度) 

1,000 件 

(令和４年度) 

オレンジリボン地域協力員登録人数（累計） 
16,346 人 

(平成 30 年度) 

19,200 人 

(令和４年度) 
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参考資料

１ 子どもからの意見反映について

  （子ども未来委員会「子どもが考える未来のさっぽろ」）

 ア 概要 

本計画の策定に当たり、子どもからの意見を聞くため、「子ども未来委員会」の参加者を募集

し、「子どもにやさしいまち」をテーマとして、札幌の子ども・子育ての状況について学び、考え、

話し合った結果をまとめてもらいました。 

内容については、令和元年 11 月 17 日の権利条例 10 周年記念イベントのステージで、条例の

紹介とあわせて発表したほか、子どもが主役のイベントとして司会など企画・運営も行いました。 

イ 参加者 

市内の小学生から高校生 15 名 

ウ 活動内容 

 〇３まち子ども交流（８月１日） 

 子どもの権利条例のある北広島市・奈井江町の子どもたちと交流しながら、資生館小学校、

子育て支援総合センター、こども人形劇場こぐま座、中島児童会館、子どもアシストセンター

を見学し、「子どもにやさしいまち」について話し合いました。 

 〇子どもが考える「子どもにやさしいまち」まとめ 

 「子どもにやさしいまち」がどんなまちか考え話し合った結果をまとめ、権利条例を紹介す

る寸劇動画も交えた発表資料を作成しました。 

 〇権利条例 10 周年記念イベントの企画・運営 

 イベントチラシのデザインや当日のステージ発表のほか、司会進行や出演者の誘導、会場案

内などイベントの企画・運営を行いました。 

エ 活動の様子 

【話し合いの様子】 

【10 周年：司会・条例紹介の様子】 

【グループ発表の様子】 

【10 周年：来場者とのやり取りの様子】
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２ 札幌市子どもに関する実態・意識調査について

 ア 調査目的 

本計画の策定に向け、子どもの権利保障の観点から子どもに関する大人の意識や子どもの状況

を把握し、計画検討の基礎データを収集することを目的として実施したものです。 

イ 調査対象 

住民基本台帳から無作為に抽出した大人・子ども 10,000 人。 

  【大 人】札幌市在住の 19 歳以上の方 5,000 人 

   【子ども】札幌市在住の 10歳以上 18歳以下の方 5,000 人 

        ※ 子ども用の調査票は、10～12 歳用と 13～18 歳用の２種類を作成 

ウ 調査期間 

平成 30 年 12月 18 日（火）～平成 31 年１月 11 日（金） 

エ 回収状況 

 対象数 回収数 回収率 

大人 5,000 1,589 31.8％ 

子ども 5,000 1,662 33.2％ 

 10～12歳 1,623 674 41.5％ 

 13～18歳 3,377 988 29.3％ 

合計 10,000 3,251 32.5％ 

オ 調査方法 

郵送アンケート調査（郵送発送、郵送回収）。 

※ 本調査に係る個別の調査結果については、札幌市のホームページ 

  （http://www.city.sapporo.jp/kodomo/kenri/plan.html#tyousa）に掲載しています。 
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３ 札幌市子どもの権利委員会について

札幌市における子どもの権利に関する施策の充実を図るとともに、子どもの権利の保障の状況

を検証するために、「札幌市子どもの最善の利益を実現するための権利条例」に基づき設置され

た附属機関です。学識経験者や関係者、高校生を含む公募委員などから構成されています。 

（敬称略・令和２年３月時点） 

 氏名 所属等 

委員長 加藤 信行 北海学園大学教授 

副委員長 池田 哲也 札幌市小学校長会副会長 

委員 相内 雄介 公募委員 

委員 朝倉 靖 札幌弁護士会 子どもの権利委員会委員 

委員 江上 公子 公募委員 

委員 葛西 孝之 札幌市中学校長会事務局長 

委員 川又 苗穂美 札幌市ＰＴＡ協議会副会長 

委員 妹尾 楓音 公募委員 

委員 髙木 双葉 公募委員 

委員 高津 ひろみ 社会福祉法人扶桑苑 児童養護施設柏葉荘施設長 

委員 田中 敦 札幌市主任児童委員連絡会幹事 

委員 新井田 瑠璃 公募委員 

委員 古谷 幸江 公募委員 

委員 丸岡 里香 北翔大学教授 
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